


 

 

 

●申請から請求の流れ  

１.助成金の申請 

オンライン申請または遠距離通学者助成金交付申請書に必要書類を添えて 

申請してください。助成金は「申請した月」から交付対象となります。 

※交付対象者が扶養されている場合は、扶養者が申請してください。 

 

【申請期限】令和８年４月３０日（木）まで 

申請は常時受付しておりますが、交付対象期間は「申請した月」からとなります。 

※５月に申請した場合、４月分は助成金交付の対象外になります。 

 

【必要書類】 

(1) 定期券等の写し（利用期間・購入金額が確認できるもの） 

(2) 在学証明書又は生徒証明書（学生証）の写し（令和８年４月１日以降有効、

または発行のもの） 

 

 ２.助成金の交付認定 

  上記１の申請後、「交付（不交付）認定通知書」をお送りします。 

 

３.助成金の請求（翌年 3 月１日～3 月末日まで） 

3 月上旬頃に請求書を送付しますので、以下の書類を添えて提出してください。 

オンライン請求も可能です。 

(1) 利用期間及び購入金額が記載されたすべての定期券等の写し※  

※定期券（PASMO 等）の購入や更新の際には、その期間ごとに写しを取り、 

保管してください。 

(2) 振込先口座の写し 

 

４.助成金のお振込 

  請求内容を審査し、助成金の額を「支払通知書」によりお知らせします。 

その後、指定する金融機関口座へ翌年 5 月末日までにお振込みします。 

 

●その他 

申請様式は千代田町ホームページでダウンロード又は役場窓口よりお求めください。

オンライン申請は表面の QR コードを読み取り申請してください。 

※請求書の提出時には、対象期間に購入したすべての定期券等の写しが必要です。 

定期券の購入(更新)毎に写し（コピー等）を取り、なくさないように保管してください。  

【申請・問合せ先】 

千代田町役場 総合政策課 政策推進係 

Tel:０２７６－８６－７００７（直通） 


